
市民主体の計画づくりみんなで考えると
みんなのものになる！

0企画政策課 ☎56-0600
　本市では、市民一人ひとりに役割と居場所があることで、生きがいづくり、幸せが実感できるまちづくりの取り組
みの一つとして、みなさんと一緒に各種計画を作り上げていくことを進めています。
　計画づくりに参加いただくことで、まちへの関心、愛着が生まれ、そこに集まった人たちと知り合い、つながりが
生まれることを期待しています。
※「市民主体の計画づくり」とは、みなさんの生活に関する各種計画を策定する過程について知ってもらい、多くの人が参加し、
意見を出し合って納得できる計画を市民のみなさんと一緒に作ることです。

2022年度中に予定している計画づくり等に参加してみませんか?

興味がある取り組みに登録いただくと、各計画づくりを始める際に各担当課から案内をお送りします。
対象計画は以下のとおりです。 計画によっては、案内が届くまでに期間が空く場合があります。

■参加登録方法
5月31日（火）までに電話、FAX（63-2100）、市HPまたはQRコードから登録。
※氏名、住所、電話番号、メールアドレス（あれば）、参加を希望される計画名を記入。

たつせがある課
☎５６-０６０２

たつせがある課
☎５６-0641

環境課
☎５６-０６１２

福祉課
☎５６-０５５３

長寿課
☎５６-０６３９

中央図書館
☎６３-８００６

地域協働計画

男女共同参画基本計画

ながくて地域包括ケア
みらいスケッチ

子ども読書活動推進計画

一般廃棄物処理基本計画

地域福祉計画・
地域福祉活動計画

計　画　名 担当課名・連絡先計　画　概　要

地域自殺対策計画、
重層的支援体制整備事業実施計画、

権利擁護支援計画

子どもが自主的に本に親しみ、読書の好きな子どもが増
えることを目的とし、3つの基本目標を掲げ、読書環境の
整備、読書のきっかけづくりや読書活動の習慣化を図り、
読書活動を推進するための計画。

ごみの減量化の課題に対して、市民・事業者・行政が一
緒に考え、循環型のくらし方ができるまちを創っていくた
めの計画。

地域ぐるみで高齢期の幸せな暮らし方を考え、みんなで
その暮らし方ができるまちを創っていくための計画（介護
保険事業計画を含む）。

地域共生社会の実現などに向け、暮らしに関わるさまざま
な課題をみんなで考え対応できるよう、取り組みを進めて
いくための計画。

地域における担い手づくりの推進、活動の場の整備と活
用、活動に参加しやすい環境づくりの施策を実現させる
計画。
※5月15日（日）にワークショップ実施予定。

すべての人々が性別にとらわれず能力を発揮し、お互いを
尊重できるまちづくりを市全体で進めていくための計画。
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